
 

コミュニティ 

ＮＰＯ 

市 民 事業者 

市民 

 

議 会 
市 長 

市長以外の執行機関 

国 

他の地方公共団体 

対等 

市 

団体自治

連携・協力 

その地方の行政が、その地方の住民の意思

と責任に基づいて処理されること 

国の一定地域を基礎とする独立の団体（地方公共団体）が、自

主的に団体の事務（地方の行政）を担当する権能を有すること 

住民自治

説明責任・情報公開 信託 

 

市長等 

自治基本条例で定め

るもの 
→「市民」と「市」の関係 

 

 

 

北本市 



 

コミュニティ 

ＮＰＯ 

市 民 事業者 

市民 

 

議 会 
市 長 

市長以外の執行機関 

 

市長等 
市 

参画 
市長等が実施する施策、事業

等の計画策定、実施及び評価

の各過程に参加すること 

参加 

参加 

まちづくり ≒ 自治 

＝協働
対等の立場で共通の目標に向けて、協力す

ること 

市政運営 
議会の承認を得て「市長等」

が行うもの 

市政 議会を含む「市」が行うもの 


